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ホテル隔離を 3 ⽇間に短縮 

1. ホテル隔離を 3 ⽇間に短縮 

李家超⾏政⻑官は 2022 年 8 ⽉ 8 ⽇、海外と台湾からの⼊境者に課している最短７⽇間の強制隔
離期間を、2022 年 8 ⽉ 12 ⽇から 3 ⽇間に短縮すると発表しました。ただし、指定検疫ホテルでの隔離
を終えた後も４⽇間は、バーや飲⾷店への出⼊りを禁⽌するなど⼀定の⾏動制限が課されることになりま
す。 

⼊境者は 8 ⽉ 12 ⽇以降、⾹港到着⽇を０⽇⽬と数え、３⽇⽬の朝に受け取った PCR 検査の結果
が陰性であれば、最短でその⽇の午前９時にホテルを出て隔離を終えることができます。PCR 検査は到着
時（0 ⽇⽬）と２⽇⽬に受ける必要があるほか、ホテル隔離中は毎⽇迅速抗原検査を⾏う必要がありま
す。 

その後の４⽇間は、⾃宅または指定検疫ホテル以外のホテルでの滞在が許可されます。迅速抗原検査
を毎⽇⾏い、陰性であれば、公共交通機関の利⽤、出勤、商業施設や街市（公設市場）などでの買い
物といった基本的な外出が可能となります。 
 
 

2. 健康観察中の病気休暇の取得強要認めず 

⾹港政府は 2022 年 8 ⽉ 14 ⽇、海外からの⼊境者に課す隔離期間の短縮に伴い導⼊された健康
観察４⽇間の労働について、雇⽤主が出勤に適さないと判断した場合も、従業員に給与を⽀払うべきで
あり、病気休暇の取得強要は認めないと説明しました。 

健康観察期間中は、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のためのアプリ「安⼼出⾏」の識別コードが⻩⾊
となり、⾏動が制限されますが、識別コードが⻩⾊の⼈はもはや隔離中ではなく、働ける条件がそろっている
ため、雇⽤主は勤務することを許可しなければならないと述べました。さらに、⾏動制限で⼀部施設に出⼊
りできないために働けないと判断した場合でも、その間の給与を⽀払う必要があると説明しました。 
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